
　
ペ
ッ
ト
を
飼
う
前
に
、
最
後
ま
で

責
任
を
持
っ
て
管
理
で
き
る
か
考
え

ま
し
ょ
う
。

◦�

飼
い
た
い
ペ
ッ
ト
の
本
能
や
習
性

を
よ
く
理
解
し
て
い
ま
す
か

◦�

ペ
ッ
ト
が
死
ぬ
ま
で
か
わ
い
が
っ

て
飼
う
こ
と
が
で
き
ま
す
か

◦�

ペ
ッ
ト
の
毎
日
の
世
話
が
で
き
ま

す
か

◦�

ペ
ッ
ト
が
病
気
の
と
き
や
け
が
を

し
た
と
き
、
動
物
病
院
に
連
れ
て

行
く
こ
と
が
で
き
ま
す
か

◦�

ペ
ッ
ト
が
隣
近
所
の
迷
惑
に
な
ら

な
い
よ
う
気
遣
っ
て
飼
え
ま
す
か

◦�

家
族
に
動
物
ア
レ
ル
ギ
ー
の
人
は

い
ま
せ
ん
か
。
家
族
は
み
ん
な
動

物
が
好
き
で
す
か

◦�

住
ん
で
い
る
ア
パ
ー
ト
、
マ
ン

シ
ョ
ン
で
動
物
の
飼
育
は
で
き
ま

す
か

◦�

ペ
ッ
ト
に
関
す
る
法
律
や
条
例
、

マ
ナ
ー
な
ど
を
知
っ
て
い
ま
す
か

◦�

ペ
ッ
ト
の
餌
代
に
い
く
ら
掛
か
る

か
知
っ
て
い
ま
す
か

◦�

ペ
ッ
ト
と
遊
ん
で
あ
げ
る
時
間
は

あ
り
ま
す
か

問�
い
合
わ
せ
　
環
境
対
策
Ｇ
（
ク
リ

ン
ク
ル
セ
ン
タ
ー
内
・
☎
�
２
９

５
８
）

さ
れ
て
い
ま
す
。

◦�

住
宅
の
密
集
し
て
い
る
地
域
で
の

有
害
ガ
ス
や
悪
臭
な
ど
が
発
生
す

る
可
能
性
の
あ
る
物
の
燃
焼

◦�

使
用
基
準
や
処
理
方
法
を
遵
守
し

な
い
、
動
植
物
の
防
除
に
用
い
る

薬
剤
の
使
用

◦�

22
時
か
ら
翌
朝
６
時
ま
で
に
必
要

以
上
の
音
を
発
生
さ
せ
る
行
為

◦�

整
備
不
良
の
自
動
車
の
運
転

◦�

過
度
の
ア
イ
ド
リ
ン
グ
に
よ
っ
て

騒
音
を
発
し
、
付
近
の
静
穏
を
害

す
る
行
為

問�

い
合
わ
せ
　
環
境
対
策
Ｇ
（
ク
リ

ン
ク
ル
セ
ン
タ
ー
内
・
☎
�
２
９

５
８
）

※�

鷲
別
小
学
校
、
富
岸
小
学
校
、
登

別
中
学
校
は
、
18
時
30
分
か
ら
21

時
ま
で
。

※�

カ
ン
ト
・
レ
ラ
は
、
11
月
30
日
㈭

ま
で
。

対
象
　
次
の
３
点
を
満
た
す
団
体

◦�

市
内
に
居
住
ま
た
は
勤
務
を
し
て

い
る
10
人
以
上
の
方
で
構
成
さ
れ

る
団
体
で
あ
る
こ
と

◦�

団
体
の
構
成
員
の
中
か
ら
責
任
者

と
代
理
責
任
者
を
１
人
ず
つ
明
確

に
す
る
こ
と

◦�

興
行
や
営
利
を
目
的
と
し
た
活
動

で
利
用
し
な
い
こ
と

利�

用
条
件
　
団
体
自
ら
、
施
設
の
開

錠
・
施
錠
や
電
灯
の
操
作
、
団
体

間
と
の
利
用
調
整
な
ど
を
行
う
と

と
も
に
、
施
設
の
備
品
以
外
は
団

体
が
準
備
す
る
こ
と

利�

用
料
　
１
回
に
つ
き
一
般
団
体
500

円
（
青
少
年
団
体
は
250
円
）

申�

し
込
み
　
２
月
15
日
㈬
ま
で
に
社

会
教
育
グ
ル
ー
プ
、
各
青
少
年
会

館
、
総
合
体
育
館
に
備
え
付
け
ま

た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
の

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

社
会
教
育
グ
ル
ー
プ
ま
で
持
参
ま

た
は
フ
ァ
ク
ス
、
Ｅ
メ
ー
ル
（
思

�
９
７
４
４
、
Ｅ
メ
ー
ル
：sya�

kyou@
city.noboribetsu.lg.jp

）

※�

申
し
込
ん
だ
団
体
の
代
表
者
は
、

３
月
10
日
㈮
18
時
30
分
か
ら
市
民

会
館
中
ホ
ー
ル
で
行
う
『
利
用
調

整
会
議
』
に
出
席
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

２
月
24
日
㈮
か
ら
３
月
３
日
㈮
ま

で
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
と
市
民
会

館
に
お
い
て
申
請
状
況
を
公
開
し

ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　
社
会
教
育
Ｇ

�

（
☎
�
１
１
２
９
）

体�
育
館
開
放
施
設
　
鷲
別
小
学
校
、

若
草
小
学
校
、
富
岸
小
学
校
、
青

葉
小
学
校
、
幌
別
西
小
学
校
、
幌

別
小
学
校
、
幌
別
東
小
学
校
、
登

別
小
学
校
、
登
別
中
学
校
、
カ
ン

ト
・
レ
ラ

開�

放
日
時
　
４
月
３
日
㈪
～
平
成
30

年
２
月
28
日
㈬
18
時
～
21
時

※�

土
・
日
曜
日
、
祝
日
、
年
末
年
始

（
12
月
30
日
～
平
成
30
年
１
月
５

日
）
、
学
校
行
事
な
ど
で
使
用
す

る
日
を
除
く
。

　
次
の
よ
う
な
行
為
は
、
生
活
障
害

行
為
に
当
た
り
、
市
の
条
例
で
禁
止

ペ
ッ
ト
を
飼
う
前
に

市
内
の
小
・
中
学
校
な
ど
の

体
育
館
を
夜
間
開
放
し
ま
す

生
活
障
害
行
為
は

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

登別観光協会からのお知らせ
～登別市民の皆さんへ～

４月１日から『し尿処理手数料』と
『浄化槽汚でい処分手数料』が改定されます

　登別温泉旅館組合では、
毎年12月に広報紙の折り
込みなどで『登別市民宿
泊特別優待券』をプレゼ
ントしていましたが、よ
り多くの市民の皆さんに
利用していただけるよう、利用月を
平成29年度から４月に変更します。
　なお、利用できる旅館名や市民特
別優待料金などの詳細については、
改めてお知らせします。
問い合わせ　登別観光協会
� （☎�３３１１）

※�現行のクリーンチケットをお持ちの方
は、４月１日以降、手数料が不足にな
りますので、補助券を購入し、委託業
者へ渡してください。

▶�問い合わせ　環境対策グループ（クリ
ンクルセンター内・☎�２９５８）

▶改定額について� （40㍑につき）
項　目 現　行 改定後

し尿処理手数料 217円 309円
浄化槽汚でい　
処分手数料　　 23円 37円

▶クリーンチケットについて
区　分 現　行 変更後
 40㍑ 217円 309円
200㍑ 1,085円 1,545円
400㍑ 2,170円 3,090円
補助券 48円 92円

20� くらしのガイド　市や国、道からのお知らせ

くらしのガイド

『
申
し
込
み
』

　
　
　
　
　
　
　
中
の
『
Ｇ
』
は
『
グ
ル
ー
プ
』
の
略
で
す

『
問
い
合
わ
せ
』


